
 
 

       ＮＰＯ法人竹の学校 第２回定例総会議事録 

                                
作 成 小椋耕治 

日 時：平成２１年６月１３日（土） １０時～１２時 
場 所：バンビオ１号館４階 学習室 １ 
出席者：杉谷、高田、山本、野本、窪田、錦織、稲岡夫妻、世良田、竹内、熊谷、辻井 

諸橋、川路、尾崎、池田、原、高橋（治）小椋  １９名 
委任者：吉田、西村、高橋（悦）、早川  ４名 
欠席者：１名 
オブザーバー：島田忠一様（特別会員） 

議事 
１．開会案内                     司 会 山本 律 
２．総会成立報告                     同   山本 律 

会員総数 ２４名、出席者 １９名、委任 ３名 計 ２２名 
欠席 １名、会則規定数以上により総会は成立した。 

３．議長選出                     司 会 山本 律 
   司会者指名により稲岡利春が選出された。 
４．開会宣言                     議  長 稲岡利春 
５．理事長挨拶                    理事長 杉谷保憲 
６．議事録署名人選出                 議  長 稲岡利春 
   議長指名により世良田芳弘、小椋耕治の両名が選出された。 
７．議案審議 

７⊶１ 議題１ 平成２０年度会計報告           会  計 世良田芳弘 
添付資料（平成２０年度特定非営利活動係る事業会計 収支報告）に基づき 
説明された。 

７⊶２ 議題２ 会計監査報告               監 査 小椋耕治 
平成２０年度決算に関する収支報告、賃借対照表、財産目録および関係諸帳票 
書類等を、６月８日監査実施の結果、適正であると認める。 

７⊶３ 議題３ 平成２０年度活動報告           理 事 野本鉚司 
添付資料（ＮＰＯ法人 竹の学校 ２００８年度活動報告）に基づき説明された。       

７⊶４ 質疑応答 
     ・収支報告書の会費収入予算と実績の開きは、これで良いのか？ 

○議長判断により理事会にて検討する。 
・活動報告で追加説明：竹炭製作の実績 約７５ｋｇ／回。 
２回分１５０ｋｇは藤下様に１００円／ｋｇにて売却済み。 

７⊶５ 議決結果 
議長採決により賛成多数で承認された。 

７⊶６ 次年度計画 
（１）平成２１年度事業計画              理事長 杉谷保憲 

添付資料（平成２１年度事業計画書及び新規検討事項）に基づき説明された。 
  （２）平成２１年度予算報告              会 計 世良田芳弘 
      添付資料（平成２１年度特定非営利活動係る予算報告書）に基づき説明された。 

 
 



 
 

（３）質疑応答 
     ・事業計画内の新規検討事項２点は如何するのか？ 

○ 京都府竹カフェに於いて、当竹林をモデルに、健康増進や竹の新規の活用に 
  付いて検討されているが、１／３の自己資金が無いので、実現可能性に乏しい。 

目下は,今後の推移を見る。 
・筍販売の「愛筍会」は今後如何するのか？ 
○ 次回理事会で検討する。 

・会費徴収を如何するのか？ 理事会に一任しては如何か？ 
○ 次回理事会で検討する。 

（４）議決結果 
質疑応答の内容を理事会にて検討する事で、議長採決により承認された。 

 
１１時３０分 第２回総会の終了を議長宣言。 

 
8．筍成長の調査報告 

    （財）日本自然保護協会 自然観察指導員 宮城光男様より 
     竹の成長過程と特性を独自の方法で調査、報告書「たけくらべ」（暫定） 

が配布され説明があった。 

     
以 上 

 
平成２１年６月１３日 

                           議    長  稲岡利春   ㊞ 

                           議事録署名人  世良田芳弘  ㊞ 

                           議事録署名人  小椋耕治   ㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

理事会議事録 

 
議事録作成 小椋 

 
開催日時：平成２１年６月２７日（土） １１時～１２時３０分 
場  所：当会竹林内に於いて 
出 席 者：杉谷、山本、高田、窪田、野本 各理事 ５名  
議  長：杉谷 
オブザーバー：小椋 

 
議事内容 

 
過日実施された第２回総会に於いての理事会一任された以下の２点について理事会に 
かける。 

 
１． 会費徴収について。 

・従来は、筍販売売上より年間諸活動の労苦として、年間会費を捻出していた。 
 今後も同様にしては如何か。 
・経理上、会計の煩わしさを軽減する為にも、規約上明記されている通りに 
会費を徴収する事が妥当ではないか。 

・その他色々議論されたが、採決する事となる。 

     
採決結果 

     会費徴収に賛成する。・・・・・・・３名 
          筍売上から、会費に当てる。・・・・２名 

      
以上により、会費徴収をすることとなった。 

   
２．「愛筍会」の存続について 

    ・本年度発足した会員３０名様への発送が優先され、当会員の購入分が少なく、 
他より購入していた。  会員数を減らしてはどうか。 

・昨年より収穫量が少なかったものの、収穫した事は確かだし「愛筍会」用の 
収穫日を決めてはどうか。 

・特定日を設ける事は、ゲストとの関係上難しいのではないか。 
・当会員以外の販売ルートは、魅力的。 
・収穫の増減により発送量で調整し、当会員にも回るようにしてはどうか。 
・「愛筍会」会員様へは事前に収穫の増減があり得る事から、発送量の減もあり得る 
 事を通知しておいては。 
・その他色々議論された。 

 
結 論：「愛筍会」は、継続し、会員数を減らす方向で対処する。 

 


